学校教育部
保健給食室

新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業の基準について

１　臨時休業基準の決定について
　　学校保健安全法第２０条において、「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」とあるが、学級休業の実施については状況把握から決定まで迅速な対応が必要であることから、学校園長に権限を委任する。（以下省略）

２　学校における状況確認
陽性者等が同一学級に複数確認された場合は、３臨時休業の考え方を参照の上、
基準に達しているかを確認願います。
基準に達している場合は、学校医と相談の上、学級休業の実施を検討し、
対応が決定次第、保健給食室まで連絡願います。

【保健給食室から確認する主な項目】
・陽性者数及び体調不良者（※）数
・学級の人数











※体調不良者とは
38℃以上の発熱かつ急性呼吸器症状（咳、咽頭痛、鼻汁、鼻閉のうちいずれか１つ以上）

３　臨時休業の考え方
学級休業
当該学級を
臨時休業判断日より４日間
学級休業とする
陽性者又は体調不良を呈する者が
クラスの15％以上で検討（20％以上で決定）
（臨時休業判断日の欠席者全てが対象となる）





※１　新型コロナウイルス感染症の陽性者が当該学級にいない場合は、コロナによる
学級閉鎖にはなりません。すべて陰性
すべて陰性
すべて陰性
すべて陰性

